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平成２３年度政府予算案等状況調書 

 

 

重点要望の内容等 予算案等の状況 

要望先 № 事項名 要望の内容 ■H22当初予算 ■H23概算要求  

( )は元気な日本復活特別枠 

 

◎H23政府予算案 

( )は元気な日本復活特別枠 

＊その他の進展（補正等） 

  ≪担当部局≫ 

内閣府 

 

１ 竹島に関す

る広報活動

の推進 

≪総 務 部≫ 

１ 平成１８年６月に衆参両院本会議で採択された「竹島の領土権の

早期確立に関する請願」を踏まえ、次の事項について早期の具体

化を図ること。 

（１）北方領土と同様に、内閣府において竹島問題に関する広報

啓発活動を所管する組織を設置すること。 

（２）竹島領土問題や、国境離島が果たしている役割などを国民

に啓発する施設を隠岐の島町に設置すること。 

－ － － 

２ 地方財源の

確保 

≪政策企画局≫ 

≪総 務 部≫ 

≪地域振興部≫ 

１ 投資に係る補助金等の一括交付金化にあたっては、地域再生基

盤強化交付金分を含め、地方の社会資本整備に必要な総額を確

保するとともに、個々の自治体への配分については、財政力が弱

い地方においても、整備が着実に実施できるような制度設計とする

こと。 

－ 

 

【地域再生基盤強化交付金】全国 

■1,034億円 

－ 

 

 

■－ 

【地域自主戦略交付金（仮称）】全国 

◎5,120億円 

 

◎620億円 

総務省 

 

１ 地方財源の

確保 

≪政策企画局≫ 

≪総  務 部≫ 

≪地域振興部≫ 

１ 「財政運営戦略」においては「地方の一般財源については平成２２

年度と実質的に同水準を確保する」とされているが、社会保障関係

費の増嵩を踏まえ、地方団体の財政運営に支障が生じないよう、

必要な地方交付税の総額を確保すること。 

２ 同戦略における税制の抜本的な改革を行う際には、地方間の財政

力格差を踏まえ、恒常的で十分な規模の格差是正策を設けるこ

と。 

３ 投資に係る補助金等の一括交付金化にあたっては、地域再生基

【地方交付税】 

■16兆 8,935億円 

【臨時財政対策債】 

■7兆 7,069億円 

【地方交付税＋臨財債】 

■24兆 6,004億円 

【地方一般財源】 

■59.4兆円 

 

■16兆 8,605億円 

 

■7兆 4,925億円 

 

■24兆 3,530億円 

 

■59.4兆円 

 

◎17兆 3,734億円 

 

◎6兆 1,593億円 

 

◎23兆 5,327億円 

 

◎59.5兆円 

【重点要望】 



2 

 

盤強化交付金分を含め、地方の社会資本整備に必要な総額を確

保するとともに、個々の自治体への配分については、財政力が弱

い地方においても、整備が着実に実施できるような制度設計とする

こと。 

・地方税、地方譲与税、地方

交付税＋臨財債、地方特

例交付金等 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

【地域自主戦略交付金（仮称）】全国 

◎5,120億円 

２ 機動的な経

済対策の実

施と地方へ

の配慮 

≪政策企画局≫ 

 

１ 「新成長戦略」などにより地域の活性化を図るためにも、補正予算

及び来年度当初予算を通じて、切れ目のない機動的な経済対策

を実施すること。 

２ その際には、地方の経済・雇用の厳しい実情に配慮し、地方への支

援策を十分確保するとともに、財政力が弱い自治体への支援を充

実すること。また、地方の実情に応じた運用が可能な制度設計とす

ること。 

－ － ＊円高デフレに対する緊急的な

対応 H22.9 

  予備費 0.9兆円  

  ・新卒者雇用に関する緊

急対策     264億円 

  ・重点分野雇用創造事業

の拡充   1,000億円 

＊円高・デフレ対応のための

緊急総合経済対策 H22.11 

補正予算 5.1兆円 

・新卒者・若年者支援の

強化     511億円  

・地域活性化交付金 

        3,500億円 

３ 国境に位置

する離島へ

の支援 

≪総 務 部≫ 

１  国境に位置する離島については、領土保全という特別な役割を考

慮し、一般の離島振興とは別に、特別の支援措置を講じること。  

－ － － 

外務省 １ 竹島の領土

権の早期確

立 

≪総 務 部≫ 

１ 平成１８年６月に衆参両院本会議で採択された「竹島の領土権の

早期確立に関する請願」を踏まえ、次の事項について早期の具体

化を図ること。 

（１）国際司法裁判所における解決を含め、領土権の早期確立に

－ － － 
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 向けた外交交渉の新たな展開を図ること。 

（２）竹島領土問題や、国境離島が果たしている役割などを国民

に啓発する施設を隠岐の島町に設置すること。 

財務省 １ 地方財源の

確保 

≪政策企画局≫ 

≪総 務 部≫ 

≪地域振興部≫ 

１ 「財政運営戦略」においては「地方の一般財源については平成２２

年度と実質的に同水準を確保する」とされているが、社会保障関係

費の増嵩を踏まえ、地方団体の財政運営に支障が生じないよう、

必要な地方交付税の総額を確保すること。 

２ 同戦略における税制の抜本的な改革を行う際には、地方間の財政

力格差を踏まえ、恒常的で十分な規模の格差是正策を設けるこ

と。 

３ 投資に係る補助金等の一括交付金化にあたっては、地域再生基

盤強化交付金分を含め、地方の社会資本整備に必要な総額を確

保するとともに、個々の自治体への配分については、財政力が弱

い地方においても、整備が着実に実施できるような制度設計とする

こと。 

【地方交付税】 

■16兆 8,935億円 

【臨時財政対策債】 

■7兆 7,069億円 

【地方交付税＋臨財債】 

■24兆 6,004億円 

【地方一般財源】 

■59.4兆円 

・地方税、地方譲与税、地方

交付税＋臨財債、地方特

例交付金等 

 

－ 

 

■16兆 8,605億円 

 

■7兆 4,925億円 

 

■24兆 3,530億円 

 

■59.4兆円 

 

 

 

 

－ 

 

 

◎17兆 3,734億円 

 

◎6兆 1,593億円 

 

◎23兆 5,327億円 

 

◎59.5兆円 

 

 

 

 

【地域自主戦略交付金（仮称）】全国 

◎5,120億円 

２ 機動的な経

済対策の実

施と地方へ

の配慮 

≪政策企画局≫ 

 

１ 「新成長戦略」などにより地域の活性化を図るためにも、補正予算

及び来年度当初予算を通じて、切れ目のない機動的な経済対策

を実施すること。 

２ その際には、地方の経済・雇用の厳しい実情に配慮し、地方への

支援策を十分確保するとともに、財政力が弱い自治体への支援を

充実すること。また、地方の実情に応じた運用が可能な制度設計と

すること。 

－ － ＊円高デフレに対する緊急的な

対応 H22.9 

  予備費 0.9兆円  

  ・新卒者雇用に関する緊

急対策     264億円 

  ・重点分野雇用創造事業

の拡充   1,000億円 

＊円高・デフレ対応のための

緊急総合経済対策 H22.11 

補正予算 5.1兆円 

・新卒者・若年者支援の



4 

 

強化     511億円  

・地域活性化交付金 

        3,500億円 

文部科学省 １ 学校教育に

おける竹島

の指導 

≪教育委員会≫ 

１ 全国の子どもが竹島問題を正しく理解することは極めて重要であ

り、学校教育において、竹島問題を積極的に扱うよう指導を強める

こと。 

－ － － 

２ 医師養成の

充実 

≪健康福祉部≫ 

 

１ 地方の医師不足の解消や、産科・外科など不足する特定の診療科

の医師の確保に向けて厚生労働省と連携し、医師不足地域での

勤務を一定期間義務付けるような入学枠、及び産科・外科などの

特定の診療科を選択する学生を対象とする入学枠を国公立大学

や私立大学の医学部に設けること。 

２ 大学勤務の魅力を高め、大学を通したへき地医療機関等への医

師供給を促進するため、大学勤務医師に現在の教育職俸給表で

はなく医療職俸給表を適用するなど、適切な賃金水準の確保等の

処遇改善を行うこと。 

３ 地域医療においては、総合的に患者を診る能力を有する医師が

求められており、臨床研修の基本理念においても、プライマリ・ケア

の基本的な診療能力を身に付けることとされている。そうした医師

を養成するため、大学における地域医療教育の充実や指導体制

の強化を図ること。 

【大学病院の機能強化】全国 

■23億円 

 

■26億円 

 

 

◎21億円 

＊大学に対し、医学部の定

員増に関するアンケートを

実施 

＊平成 23年度の医学部入

学定員について地域枠

分等が増員 

３ 日本固有の

歴史・文化

を活用した

文化事業の

推進 

≪商工労働部≫ 

≪教育委員会≫ 

１ 日本最古の歴史書「古事記」編纂千三百年にあたる平成２４年を、

我が国の古代から続く豊かな歴史・文化を改めて認識する好機と

捉え、特色ある日本文化を国内外に強く発信する文化事業を実施

するとともに、歴史文化を活用した地域の取組みに対する支援を

充実すること。 

 

 

 

－ 

【文化遺産を活かした観光

振興・地域活性化事業】全

国 

■85億円(85億円) 

 

 

 

◎7１億円(7１億円) 
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厚生労働省 １ 医師・看護

職員確保対

策の推進 

≪健康福祉部≫ 

１ 国において実施された必要医師数調査の結果からも、全国的な医

師不足が浮き彫りにされたところであり、国として医師不足の解消

に向け、診療報酬による誘導だけでなく、医師の処遇改善に直接

つながる補助金などの恒久的な財政支援の仕組みを構築するこ

と。 

  特に、医師不足が深刻な離島・中山間地域など地方の病院での

勤務や、産科・外科など不足する特定の診療科での勤務を誘導す

るため、そこで勤務する医師に対する処遇を手厚くすること。 

２ 医療事故・医療紛争は、当事者双方にとって時間や費用、精神的

にも多大な負担を強いることから、産科・外科等の特定診療科の医

師偏在を解消するためにも、裁判外で早期の解決ができる制度を

構築すること。さらに、早期に被害者を救済するために無過失補償

制度を拡充すること。 

３ 地方の医師不足の解消や、産科・外科など不足する特定の診療科

の医師の確保に向けて、医師不足地域での勤務を一定期間義務

付けるような入学枠、及び産科・外科などの特定の診療科を選択

する学生を対象とする入学枠を国公立大学や私立大学の医学部

に設けるよう文部科学省に働きかけること。 

４ 大学勤務の魅力を高め、大学を通したへき地医療機関等への医

師供給を促進するため、大学勤務医師の処遇改善について、文

部科学省へ働きかけること。 

５ 地域医療においては、総合的に患者を診る能力を有する医師が

求められており、文部科学省と連携を図り、そうした医師を養成す

る仕組みを構築すること。 

６ 国において本年度取りまとめられる「第７次看護職員需給見通し」

を踏まえて、看護職員の養成、離職防止、再就業促進等の取組み

に対する財政支援の充実など、地域の医療・福祉を支える看護職

員の安定確保対策を講じること。 

【地域医療確保】全国 

■369億円 

 

■385億円(62億円) 

 内、地域医療支援センタ

ー整備 17億円(17億円) 

 

 

◎329億円(19億円) 

内、地域医療確保推進

事業 19億円（地域医療

支援センター整備 5.5億

円を含む。） 

＊必要医師数調査の実施 

 

 

 

 

 

 

＊平成 23年度の医学部入

学定員について地域枠分

等が増員 
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７ 勤務医や看護職員の過重勤務解消のため、医療の現状、医療の

利用の仕方などについて、国民への広報・啓発を強化すること。 

 

２ 尐子化への

対応に向け

た施策の推

進 

≪健康福祉部≫ 

１ 出産・子育てを行う世帯の経済的負担の軽減策を講じること。 

（１）乳幼児医療のような基本的なサービスについては、国にお

いて本人負担の軽減措置を拡充すること。 

（２）特定不妊治療の医療保険適用を図ること。 

（３）妊婦健診への公費負担の拡充と出産育児一時金の引き上げ

を恒久的な措置とすること。 

（４）多子世帯等における保育料の更なる軽減を図ること。 

２ 子ども手当に関する本格的な制度設計にあたっては、地方の意見

を十分に反映すること。 

３ 保育所待機児童を解消し、良好な保育環境を提供するとともに、

様々な地域住民の参画による身近な場所でのきめ細かな子育て

支援を行う等、引き続き取り組むべき課題に対応するため「安心こ

ども基金」については、継続及び追加交付を行うこと。 

４ 中山間地域や離島などの小規模な保育所等においても安定的に

事業の運営やサ－ビスの提供ができるよう支援措置を拡充するこ

と。 

５ 新しい保育制度の検討にあたっては、国の責任を明確にした上

で、保育サービスの質の低下を招かないよう、市町村や保育現場

の意向を十分に踏まえるとともに、次の点に留意すること。 

（１）財政力が弱い自治体においても、必要なサービスが持続的

に提供できるよう、適切な財政措置を講じること。 

（２）保育を必要とする児童が確実にサービスを受けられる仕組

みとすること。 

－ 

 

 

－ 

 

 

 

【子ども手当】全国 

■1兆4,722億円 

 

 

 

－ 

 

 

 

【保育サービス等の充実】全国 

■4,575億円 

 

 

 

 

 

 

 

【出産一時金の継続】 

■事項要求 

 

【妊婦健診助成の継続】 

■事項要求 

 

 

 

■1兆 7,375億円 

・上積分、地方負担のあり

方は事項要求 

 

－ 

 

 

 

 

■4,826億円 

・子ども･子育てビジョン

に基づく保育所整備の

あり方については事項

要求 

 

 

 

◎92億円  

・支給額 42万円で恒久化 

 

◎- 

＊H22補正 111億円  

＊Ｈ23年度まで延長 

 

◎2兆 77億円 

・新たな交付金 500億円を

含む 

 

【安心こども基金】全国 

＊H22補正 1,000億円 

＊Ｈ23年度まで延長 

 

 

◎4,408億円 

◎500億円（再掲・子ども手

当予算の内数） 

・現物サービスを拡大する

ための新たな交付金（既

存交付金 361億円を改

組） 

＊保育所整備は H22補正
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 で上積みされた安心こど

も基金で対応 

＊新しい保育制度のあり方

については国が検討を

実施中 

３ がん対策の

推進 

≪健康福祉部≫ 

１ がん薬物療法やがん放射線療法を専門とする医師・看護師等の

医療従事者の養成が確実に行われるよう、十分な予算を確保し、

地域の実情に応じた研修体制を充実すること。 

２ ２次医療圏にがん診療連携拠点病院を確保すること。 

（１）がん診療連携拠点病院の指定にあたっては、医療機器の整

備及び専門医の配置等の指定要件を緩和して、地域の医療

供給体制や病院間の役割分担などの実情を踏まえた指定を

行うこと。 

（２）がんの診断・治療に係る高度医療機器の整備を促進するこ

と。 

３ がん検診の受診を義務づけるなど、検診率の向上が図られるような

仕組みを構築すること。 

４ 患者会等が行っている患者支援活動に対する支援策を講じるこ

と。 

５ がん治療に係る未承認薬の承認及び承認薬の保険適用の拡大を一

層迅速に進めること。 

６ 国の継続的な公費負担のもと、市町村が実施する子宮頸がん予防ワ

クチン接種を着実に推進すること。 

 

 

 

 

 

【がん対策の推進】全国 

■316億円 

 

■541億円(205億円) 

  

 

 

◎343億円(41億円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子宮頸がん等ワクチン接種

緊急促進臨時特例交付金】 

全国 

◎ - 

＊H22補正 1,085億円 

事業期間：Ｈ22～23年度 
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４ 新規学校卒

業者等の就

職支援 

≪商工労働部≫ 

１ 企業が新規学校卒業者等を採用しやすいように、正規雇用に対

する助成などの就職支援策を講じること。 

 

 

 － 

【新卒者就職実現プロジェ

クト】 

■７３億円(73億円) 

 

 

 

◎－ 

＊H22予備費 １２０億円 

H22補正  ４９５億円 

（合計 615億円） 

［事業内容］ 

・３年以内既卒者採用拡大

奨励金 

・３年以内既卒者トライアル

雇用奨励金 

・既卒者育成支援奨励金 

［事業期間］ 

・Ｈ22～23年度 

農林水産省 １ 農林水産業

の振興や集

落の維持等

に必要な基

盤の整備 

≪農林水産部≫ 

（１）農林水産業の生産を支え、農山漁村の安全な暮らしを守る基盤

整備事業について、地方の実情に配慮した必要な予算を確保

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域再生基盤強化交付金廃止に伴う代替措置 

平成 23年度概算要求において、「地域再生基盤強化交付金」

が廃止された。農山漁村地域の再生に資する社会資本の整備

【農林水産公共】全国 

■6,563億円 

 

 

 

 

■内数：農山漁村地域整

備交付金 1,500億円 

 

 

 

 

【地域再生基盤強化交付金】

全国 

■1,034億円（内閣府） 

 

■6,752億円(1,081億円) 

 

 

 

 

■内数：農山漁村地域整

備交付金 1,500億円(170

億円) 

 

 

 

 

 

■－ 

 

◎5,194億円（689億円） 

参考：地域自主戦略交付金

（仮称）への移行額を含

めた額：6,285億円 

 

■内数：農山漁村地域整備

交付金 318億円(115億

円)  

参考：地域自主戦略交付金

（仮称）への移行額を含

めた額：1,408億円 

 

 

◎620億円（内閣府） 
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に多大な影響が生ずることから、必要な代替措置を講じること。 

 

（３）山のみち地域づくり交付金の予算枠確保 

独立行政法人緑資源機構の廃止に伴い地方移管されて、県

が事業を継続している山のみち地域づくり交付金事業につい

て、今後とも計画的に事業が実施できるよう、引き続き国の責任

において、必要な予算枠を確保すること。 

 

 

【農林水産公共・山のみち

地域づくり交付金】全国 

■39億円 

 

 

 

 

■－ 

 

 

 

 

 

◎農山漁村地域整備交付

金 318億円(115億円) の

内数 

参考：地域自主戦略交付金

（仮称）への移行額を含

めた額：1,408億円 

２ 地方の実情

を踏まえた

農林水産行

政の推進 

≪農林水産部≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への対応について 

農林水産省の試算では、ＴＰＰへの参加により関税が撤廃された

場合、国内の農業生産額が２００８年の農業総産出額の４８％に当

たる４兆１０００億円減り、食料自給率は１４％に落ち込むとされてい

る。 

このように関税撤廃が原則であるＴＰＰに参加した場合、国内の農

林水産業は大きな打撃を受け、特に農業分野では食料自給率が

大幅に低下するなど大きな影響が懸念される。 

とりわけ、中山間地域をはじめとする経営規模が零細で収益性の

低い地域においては、農業生産が壊滅的な状態になるとともに、農

業・農村が持つ多面的機能が失われるなど、関連産業や地域経済

が多大な損失を受けるおそれがある。 

このため、ＴＰＰ交渉の参加については慎重に検討するとともに、

今後の日本の農業・農村政策を明確にすること。 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊H22.11包括的経済連携に関

する基本方針を閣議決定  
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２ 戸別所得補償制度等について 

（１）農業者戸別所得補償制度 

①助成措置について 

・米価が補てん基準価格を下回った場合に交付される変動

補てん交付金について必要な財源を十分確保すること。 

・担い手不足や生産農家の高齢化が深刻な中山間地域等

では集落営農組織等の稲作の担い手育成に資する加

算措置を講じること。 

・地域特産物の振興等を図る「産地資金」の各県への配分

については、これまでの地域の取組みに十分配慮すると

ともに、加算等の柔軟な助成が可能な制度とすること。 

②米の需給調整等について 

・米の需給調整推進体制については、農業団体が主体とな

って機能しているため、地域水田協議会等の見直しにあ

たっては、こうした実態や地方の意見等を十分把握したう

え、事務的・財政的に過度な負担が生じないよう、地域の

実情に応じた仕組みとすること。 

・各県への米の生産数量目標については、米の需要実績

だけではなく、需給調整の達成状況も考慮した配分ルー

ルとすること。 

③米価の下落対策について 

・米価下落を防止するため、平成２３年度から実施予定の、

主食用米を備蓄米として買い上げ飼料米等として販売す

る措置を、前倒し実施すること。 

・急激な米価下落により大きな影響を受けている集落営農

組織等の経営を支援するため、既存借入金の借り換えの

ための制度資金を拡充すること。 

 

【農業者戸別所得補償制度】 

全国 

■5,618億円 

 

 

 

 

 

 

 

【水田・畑作経営所得安定対策】

全国 

■2,330億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■6,568億円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■842億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎6,612億円 

・内数 

  水田活用の所得補償交付金 

  2，284億円 

（内、産地資金 481億円） 

畑作物の所得補償交付金 

           2，123億円 

規模拡大加算等150億円 

 

 

◎842億円 
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（２）森林管理・環境保全直接支払制度 

・森林の管理保全に必要な間伐、荒廃林再生及び作業道整

備を対象とする交付金は、これまでの経済対策と同様に全

額国費負担とするとともに、交付単価等について地域の実

情に応じて設定できる仕組みとすること。 

（３）水産業所得補償制度（資源管理・漁業所得補償対策） 

・資源管理基準については、地域の実情に応じた柔軟な制

度を導入すること。 

・資源管理の履行確認について必要な財源を確保するととも

に、手続きの簡素化を図ること。 

・イワガキ養殖漁業についても制度の対象とすること。 

 

３ 集落営農組織の育成対策について 

「食料・農業・農村基本計画」の見直しが行われ、前計画に引き続

き、集落営農組織が担い手として位置づけられたところである。 

島根県においては、集落営農組織が地域農業の核であり、引き

続き集落営農組織の組織化・育成への取組みが必要である。 

このためには、集落営農の組織化や育成に向けた支援活動を行

う、担い手育成総合支援協議会の円滑な活動実施と一層の充実が

必要であることから、十分な財政支援を講じること。 

 

４ 耕作放棄地対策の充実・強化について 

耕作放棄地対策については、地域の実情に応じた耕作放棄地の

再生・利活用の取組みとなるように、長期的で安定的な制度とした

上で、適正な財政支援を講じること。 

 

５ 口蹄疫防疫体制の強化について 

地域における口蹄疫防疫体制の強化を図るため、家畜伝染病予

－ 

 

 

 

 

【資源管理・漁業所得補償

制度】全国 

■102億円 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

【耕作放棄地再生利用交付金】 

全国 

■54億円 

 

 

－ 

 

【森林管理・環境保全直接

支払い制度(仮称)】全国 

■570億円(537億円) 

 

 

 

 

■557億円 

 

 

 

 

【地域を担う経営体育成・

確保推進事業】全国 

■4.5億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

■57億円 

 

 

－ 

 

 

◎324億円（294億円） 

 

 

 

 

◎518億円 

 

 

 

 

 

 

◎－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎56億円 

 

 

＊現行の口蹄疫対策特別措

置法は平成 23年度末まで
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防法等の見直しを行うこと。その際には次の点に配慮すること。 

（１）海外からの本病ウイルスの侵入防止対策の強化 

海外からの侵入の経路の再チェックを行うとともに、侵入防止

対策の再構築を図ること。 

（２）発生時の獣医師の確保 

発生時、直ちに都道府県を越えて家畜防疫員を派遣できる

体制を構築すること。 

（３）家畜伝染病予防事業の拡充 

消毒薬の備蓄や消毒用動力噴霧機等の防疫活動に必要な

機器の整備を支援すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の時限立法 

３ 循環型林業

の確立に向

けた制度･対

策の充実・

強化 

≪農林水産部≫ 

１ 森林・林業再生プランの具体策の実施にあたっては、次の点に留

意し、地域の実態に即した取組みを積極的に支援すること。 

（１）林業生産用機械や木材加工機械等の設備投資を対象にし

た補助事業は、林業・木材産業を国産木材の安定供給と質

の高い加工ができる体制に再編するために必要であることか

ら、引き続き継続すること。 

（２）林業が地域雇用の受け皿として機能するよう森林整備等の

事業量の安定確保を図るとともに、雇用条件・労働環境の改

善に努めること。 

（３）地域の森林経営を担う森林組合の地域経済・雇用面での役

割を評価し、その組織・機能を強化すること。 

２ 森林の公益的機能を維持・増進するため、森林を永続的に経営・

管理する仕組みづくりと、国民全体が森林整備の費用を負担す

る仕組みを導入すること。 

（１）水土保全、地球温暖化など森林の公益的機能増進のため

の財源を確保する税制度を創設するにあたっては、その税

収を森林面積等に応じて地方公共団体に配分するなど、地

 

 

【林業金融対策】全国 

■23億円 

【森林・林業・木材産業づく

り交付金】全国 

■71億円 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■23億円 

 

 

■16億円 

 

 

 

 

＊税制改正要望で税制度

の創設と、農山漁村にお

ける再生可能エネルギー

対策・森林吸収源対策

等への充当を要望 

 

 

 

 

◎22億円 

 

 

◎16億円 

 

 

 

 

◎税制改正大綱で地球温

暖化対策のための税導入

明記。使途は省エネ対策

の模様 

森林吸収源対策・地方の

財源確保については引き
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方の森林が果たす役割を踏まえた制度設計とすること。 

（２）企業等が森林整備に係る寄附等を行う場合に、税制上の優

遇措置(損金算入等)を適用すること。 

（３）不在村者等が所有する森林の適切な管理を進めるため、森

林組合等が永続的に経営・管理を代行する制度を創設する

こと。 

（４）森林整備に大きな役割を果たしている水源林造成におい

て、特に植林事業に必要な予算を確保すること。 

（５）森林管理に必要な林業専用道の整備に対する助成につい

ては、これまでの経済対策と同様に全額国費負担とするこ

と。 

３ 林業公社の経営安定化に対する支援策を充実すること。 

（１）日本政策金融公庫資金の既往債務に対する元利金返済負

担軽減措置を実施し、併せて森林整備活性化資金の融資対

象事業の拡大を行うこと。 

（２）長伐期化に伴う分収契約の変更等を円滑に実施するため、

法・税制度等を整備すること。 

４ 農林水産省が見直しの方針を定めた国有林野事業特別会計の一

部廃止・一般会計化にあたっては、民有林整備及び林業・木材

産業振興に影響が生じないよう必要額を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

【水源林造成事業】全国 

■244億円 

【林業専用道整備対策】全国 

■35億円 

 

－ 

 

 

 

 

 

【国有林野特別会計】 

■4,501億円 

 

 

 

 

 

 

 

■235億円 

 

■106億円 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

■4,549億円 

続き検討事項の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

◎225億円 

 

◎85億円 

 

－（制度変更なし） 

 

 

 

 

 

 

◎4,500億円 

 

４ 日韓新漁業

協定の実効

確保と監視

取締体制の

充実・強化

等 

≪農林水産部≫ 

１ 竹島の領土権を確立し、排他的経済水域（ＥＥＺ）の境界線を画定

することにより、暫定水域の撤廃を図ること。 

２ それまでの間、両国の責任のもとで、暫定水域における資源管理

について、実効ある管理体制を早期に確立すること。 

３ 我が国の排他的経済水域内における韓国漁船の違法操業が根

絶されるよう、引き続き監視取締りの充実強化を図ること。 

４ 平成２３年度以降も「漁場機能維持管理事業」を継続し、暫定水域

の影響を受けている漁業者に重点的な支援を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

【漁場機能維持管理事業】全国 

■25億円 

 

 

 

 

 

 

 

■24億円 

 

 

 

 

 

 

 

◎24億円 
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５ 排他的経済水域（ＥＥＺ）の生産力を強化し、漁業経営の安定を図

るため、まき網漁業の依存度が高いマアジ等を対象とする国直

轄の漁場整備を推進すること。 

【フロンティア漁場整備】 

全国 

■13億円 

 

 

■26億円 

 

 

◎25億円 

 

経済産業省 １ 「原子力発

電施設等立

地地域の振

興に関する

特 別 措 置

法」の期限

延長と電源

立地地域の

支援 

≪地域振興部≫ 

１ 平成２２年度末に失効する「原子力発電施設等立地地域の振興に

関する特別措置法」を期限延長し、引き続き原発立地地域の振興

を図るため、財政支援制度を拡充すること。 

２ 電源立地地域対策交付金をはじめとした現行制度を堅持し、電源

地域の恒久的な地域振興が可能となるよう、財源を十分確保する

こと。 

特に、水力発電施設周辺地域交付金相当部分については、平

成２２年度末に多くの関係市町村において交付期限を迎えることか

ら、引き続き交付期間の延長を図るとともに、恒久的な制度となるよ

う努めること。 

－ 

 

 

【電源立地地域対策交付金】全国 

■1,097億円 

－ 

 

 

 

■1,177億円 

 

＊H22.12「原子力発電施設

等立地地域の振興に関す

る特別措置法」が延長 

 

◎1,110億円 

２ 地域経済を

支える「もの

づくり産業」

への支援 

≪商工労働部≫ 

１ 産業の高度化や集積が遅れている地方の中小企業が次世代自

動車等の高成長が見込まれる新分野に進出する際には、研究開

発や人材育成等の支援について「地域枠」を創設するなど、研究

から事業化まで地域の実情に応じた弾力的な支援を行うこと。 

２ 地元大学や高専と地域の中小企業による研究開発や人材育成に

ついても「地域枠」を創設するなど地域の産学官連携への支援を

行うこと。 

【戦略的基盤技術高度化

支援事業】 全国 

■150億円 

 

 

 

－ 

 

－ 

 

 

■150億円 

 

 

【地域新成長産業創出促進

事業】 全国 

■13億円 

【中小企業人材対策事業】 全国  

■70億円（70億円） 

 

 

◎150億円 

＊H22 予備費 100億円 

 （合計 250億円） 

 

 

◎13億円 

 

◎－ 

＊H22予備費 110億円 

H22 補正 5億円 

(合計 115億円) 

事業期間：Ｈ22～23年度 
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３ 我が国発、

世界が注目

する「Ｒｕｂｙ」

を核としたＩＴ

産業振興へ

の支援 

≪商工労働部≫ 

１ 世界から注目を集める、島根県の地域産業資源であるプログラミン

グ言語「Ruby」を活用したＩＴ産業振興に支援を行うこと。 

２ 医療・介護分野での先駆的なＩＴシステムの研究開発など、我が国

が抱える課題の解決に向けた地方の自治体・企業等の主体的な

取組みに対する支援を強化すること。 

３ 産業界が担えない基礎的かつ中長期的な研究開発や人材育成等

に必要な支援を行うこと。 

－ － ＊Ruby拠点化プロジェクト 

中国経済産業局が長期計画

の中で「Ruby拠点化プロジェ

クト」を明記 

＊Rubyの標準化に向けた国の

取組み 

 ・JIS規格案を公告中 

・ISO規格案を申請予定 

 

４ 景気対応緊

急保証制度

の延長 

≪商工労働部≫ 

１ 景気対応緊急保証制度は、厳しい経営状況にある中小企業の資

金繰りに非常に大きな役割を果たしている。円高の進行などによ

り、その経営環境は引き続き厳しいことから、取扱期間の延長など

必要な対策を講じること。 

－ ＊景気対応緊急保証制度の

期限：平成22年度末 

＊国は、緊急保証制度の延

長を行わない 

＊セーフティネット５号 （１０

０％保証）は残るが、指定

業種・認定要件は未定 

国土交通省 １ 地方の社会

資本の整備

促進 

≪土 木 部≫ 

遅れている地方の社会資本整備を進めることができるよう、必要な

予算を十分確保し、地方に重点配分するとともに、特に次の事項につ

いて整備の促進を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 高速道路をはじめとする地方の道路整備の促進 

（１）高速道路や地域の生活に欠かせない道路など地方に必要

な道路整備が今後も着実に進められるよう、予算を十分確保

すること。 

（２）国において検討される高速道路整備手法等に関する方向

【公共事業（総額）】全国 

■ 4兆 8,585億円 

 

 

 

【社会資本整備総合交付金】 

全国（国費） 

■ 2兆 2,000億円 

 

 

 

【道路整備費】全国（国費） 

■ 1兆 3,357億円 

 

 

 

■4兆8,342億円(5,407億円) 

 

 

 

 

 

■2兆2,000億円(2,374億円)  

 

 

 

 

■1兆3,834億円(1,290億円) 

内、国土ミッシングリンクの解

消 3,475億円(1,075億円) 

 

◎4兆 2,796億円(3,504億円) 

参考：地域自主戦略交付金

（仮称）への移行額を含

めた額：4兆 6,556億円 

 

 

◎1兆7,539億円( 768億円) 

参考：地域自主戦略交付金

（仮称）への移行額を含

めた額：2兆 1,299億円 

 

◎1兆3,415億円(1,290億円) 

内、国土ミッシングリンクの 

解消 3,376億円(1,075億
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性については、国全体の公平性の観点から、遅れている地

方の高速道路整備が着実に進む方向での結論を早急に出

し、ミッシングリンクを解消すること。 

（３）２０２０年を目途に山陰道全線のネットワークが完成するよう

整備のスピードを速めること。 

①都市計画決定済みである「湖陵～多伎間」「大田～静間

間」「三隅～益田間」について、平成２３年度に新規事業

着手すること。 

②「温泉津～江津間」、「益田～萩間」について、早急に都

市計画決定手続きに着手すること。 

 

２ 斐伊川・神戸川治水事業をはじめとする治水対策の促進 

（１）斐伊川・神戸川治水事業について、大橋川改修及び中海護

岸堤防の整備を促進すること。また、斐伊川放水路建設の整

備を促進し、計画工期（平成２０年代前半）での完成を目指

すこと。 

 

 

 

 （２）流域住民の安全・安心を早期に確保するために、波積ダ

ム、矢原川ダム事業については、県における検証結果を尊

重し、最終判断を早期に示すこと。また、最終判断後は、機

動的な予算措置を行い、速やかな治水対策事業の促進を可

能とすること。 

 

 

 

 

 

箇所別（事業費） 

・尾道松江線  89.1億円 

・出雲・湖陵  0.75億円 

・多伎・朝山  15.0億円 

・朝山・大田    1.7億円 

・静間・仁摩   0.75億円 

・仁摩・温泉津 60.3億円 

・浜田・三隅   55.1億円 

・益田道路   0.75億円 

 

【河川整備費】全国（国費） 

■ 5,902億円 

箇所別（事業費） 

・斐伊川放水路 

         62.8億円 

・大橋川改修等 

          6.7億円 

 

【ダム建設費】全国（国費） 

■1,691億円 

箇所別（事業費） 

 ・浜田川総合開発   

          22.3億円 

 ・波積ダム    3.5億円 

･矢原川ダム  0.5億円 

 

 

 

 

80 ～ 89 億円 (H24供用) 

－ ～ 2億円 

3 ～ 17億円 

0.9 ～ 9億円 

－ ～  2億円 

24～47億円(H25部分供用) 

8 ～ 39億円 

（H22 完了） 

 

 

■5,872億円( 552億円)  

 

・斐伊川放水路 

       40～78億円 

・大橋川改修等 

      － ～ 8億円 

 

 

■1,399億円 

 

◎箇所別事業費は不明 

 

 

 

 

 

円) 

 

◎箇所別事業費は不明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎5,686億円( 552億円) 

 

◎箇所別事業費は不明 

 

 

 

 

 

◎1,382億円 

 

◎箇所別事業費は不明 
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３ 国際物流拠点浜田港における臨港道路整備事業の着手 

   ｢重点港湾｣として選定された日本海側の拠点港である浜田港に

おいて、高速道路ネットワークと直結する「臨港道路 福井４号

線」を国の直轄事業として施行すること。 

【港湾整備費】全国（国費） 

■1,655億円 

箇所別（事業費） 

・浜田港      6.3億円 

 

 

■1,834億円(383億円)  

 

 ・浜田港   2～9億円 

 

◎1,666億円(318億円) 

 

◎箇所別事業費は不明 

＊浜田港が重点港湾に選定 

２ 地方交通へ

の支援 

≪地域振興部≫ 

１ 地方航空路線の維持 

高速交通ネットワークの整備が遅れている島根県にとって、出雲空

港はビジネスと山陰観光の拠点、隠岐空港は離島振興の拠点とし

て、萩・石見空港は高速交通空白域の解消のため、地域の発展と

自立に極めて重要な役割を担っている。一方、各空港への航空路

線については、民間航空会社の事業として運航されているが、各社

とも会社全体の経営状況悪化を受けて、路線の休止や縮小などの

動きが相次ぐなど、最近の地方航空路線を取り巻く環境は極めて厳

しく、地方のみの努力では、もはや路線維持が困難になっている。 

（１）地方航空路線を維持するため、国も一定の責任を担う新た

な仕組みを創設すること。 

（２）地元自治体が取り組む路線維持対策について、新たな財政

支援制度を創設すること。 

２ 羽田空港再拡張に伴う国内航空路線の発着枠の確保 

（１）国内・国際線の枠配分の決定に際しては、国内航空路線へ

優先配分すること。 

（２）国内線の配分では代替交通機関が未整備である地域に対

する特別枠を設けて配分すること。 

３ 離島航路の維持 

隠岐航路は、島民２万２千人の日常生活を支えるとともに、年間

４０万人の乗客を運んでおり、必要不可欠なものであるが、急激

な人口や観光客の減尐による需要減などにより、運航事業者の

経営は厳しく、運賃は高止まりの状況にある。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

【離島航路補助金】全国 

 

■48 億円 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

【地域公共交通確保維持

改善事業（仮称）】全国 

■453億円(453億円) 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

◎305億円(305億円) 

  ・地域交通に対する既存

の支援策を統合 
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（１）離島航路を道路と位置づけ、本土の公共交通機関と同程度

の移動・流通コストで航路を利用できるよう、支援制度を拡充

すること。 

（２）そのために、各航路の実情にあった適正な運賃を設定する

ための調査・検討を早急に行うこと。 

４ 高速鉄道網の整備促進 

フリーゲージトレインの実用化に向けた研究開発を引き続き進

め、早期に伯備線に導入するとともに、建設事業費への新たな

財政支援制度を創設すること。 

 

 

 

 

 

【フリーゲージトレインの技

術開発】 

■19億円 

 

 

 

 

 

 

 

■19億円 

 

 

 

 

 

 

 

◎19億円 

３ 日本固有の歴

史・文化を活用

した観光振興

の推進 

≪商工労働部≫ 

１ 日本最古の歴史書「古事記」編纂千三百年にあたる平成２４年を

迎えるに当たって、日本固有の歴史・文化を活用した観光振興を

図るため、国内外に向けた情報発信を強化するとともに、地域の取

組みに対して支援を行うこと。 

【訪日旅行促進事業(ビジ

ット・ジャパン事業)】 

■86億円 

 

 

 

■88億円（25億円） 

 

 

◎ 60億円 （18億円） 

 

４ 国境に位置

する離島へ

の支援 

≪総 務 部≫ 

１  国境に位置する離島については、領土保全という特別な役割を考

慮し、一般の離島振興とは別に、特別の支援措置を講じること。  

－ － － 
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要望の内容等 予算案の状況 

要望先 № 事項名 要望の内容 ■H22当初予算 ■概算要求  ◎H23政府予算案 

 

内閣府 

総務省 

財務省 

農林水産省 

国土交通省

環境省 

1 高病原性鳥

インフルエン

ザに関する

緊急要望 

１ 高病原性鳥インフルエンザの発生原因及び感染ルートの早期解

明並びに、感染防止策を講じること。 

２ 発生農場並びに移動制限区域内の養鶏農家の防疫対策を図ると

ともに、鶏肉・鶏卵の価値の減尐や保管・輸送・焼埋却経費など、

移動・搬出制限等に伴う養鶏農家の損失に対し、国により十分な

支援措置を講じること。 

３ 影響を受けた農家等の経営維持や、経営安定対策等に必要な支

援を講じること。 

４ 養鶏業における防疫対策について、農家の意識啓発や必要な情

報提供を含め、万全を期すこと。 

５ 観光や県産品販売への影響を含めた風評被害の防止に向け、国

として安全・安心の確保につながる積極的な取組みを講じること。 

６ 島根県及び県内市町村が行う一連の高病原性鳥インフルエンザ

対策に要する経費について、十分な財政措置を講じること。 

７ 国が行う広報については、予め関係県と広報の内容や時期等につ

いて十分に打ち合わせを行い、迅速で的確な情報提供に努めるこ

と。 

－ － 【高病原性鳥インフルエンザ

緊急防疫体制整備（消費・

安全対策交付金の内）】  

 （農林水産省） 

◎10億円 

 

【高病原性鳥インフルエンザに関する緊急要望】 


